
平成２１年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費
３項 河川海岸費

３目 砂防費 治山砂防課（内線：７８１９）
（単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 本年度 前年度 比 較 備 考

国庫支出金 一般財源起 債 その他

(新)レッド区域
内住宅建築補 8,000 0 8,000 8,000
助事業

トータルコスト 13,800千円（前年度 0円）
従事する職員数 正職員：0.7人
主な業務内容 企画立案、関係機関調整、制度周知、交付審査・決定

事業内容の説明
１ 事業の背景及び目的

土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づき生命・身体に著しい危害が生
じるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域（レッド区域）に平成20年度から指定する予定
である。

レッド区域に指定された場合、この区域からの移転者に対する補助制度として「がけ地近接
等危険住宅移転事業」が整備されている（国1/2 。）

しかしながら、レッド区域内での建て替えや増改築時に必要となる建築構造の強化に対して
は、補助制度がない。このため、レッド区域内での建て替え等に対する補助制度を新たに創設
し、住民の負担を軽減し、定住化を支援することにより中山間地の持続的な発展に資すること
を目的とする。

２ 事業の内容
● 事業主体：市町村（間接補助）
● 補助対象：レッド区域内で住宅の建て替え又は増改築を行う建築主

、 （ ）● 補 助 額：補助額の２分の１づつを県 市町村が負担 県補助限度額は１件当たり100万円
利子補給方式とし、金融機関等からの借入金利子相当額に対し補助する。

● 事 業 費：８百万円（年８件を想定 8件×100万円）

（通称：がけ近補助）参考【がけ地近接等危険住宅移転事業】
がけ地など住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている住宅の移転を促進する

ため、国、県、市町村が移転者に住宅の除去や新築する住宅の土地取得、建築に要する経費を
補助する制度 （補助負担率は国1/2・県1/4・市町村1/4。利子補給方式）。
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○土砂災害警戒区域等の指定状況と今後の予定 　　　　　（累計箇所数）

H16 H17 H18 H19 H20（目標） H21 H22 H23

22 843 2,271 5,268 5,500 6,168

2 2 2 2 1,600 3,200 4,800 6,168

注）・土砂災害危険箇所の総数は６，１６８箇所（土石流2,593、急傾斜3,481、地すべり94)
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